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1. 総則 

 
本事業を実施する事業者は，専門的な知識やノウハウ（設計技術力，建設技術力，運営・

維持管理能力，事業経営能力，資金調達能力等）を有することが必要となる。このため，落

札者の決定に当たっては，価格及びその他の条件（性能，機能，技術等）によって落札者を

決定する総合評価一般競争入札を採用する。 

この落札者決定基準は，総合評価一般競争入札により落札者を決定するため，要求水準書

等の内容について入札参加者から提出された提案書を可能な限り客観的に評価する基準とし

て示すものである。 

 

 

2. 落札者決定方法 

 

2.1 総合評価一般競争入札 

総合評価一般競争入札の方法は次のとおりとする。 

 

（1） 入札参加資格の確認審査（以下「参加資格審査」という。） 

市は，参加資格審査申請書【第 6 号様式】及び添付書類により，入札説明書に記載

の入札参加者の備えるべき参加資格要件（以下「参加資格要件」という。）を満たし

ていることを確認する。資格不備の場合は，失格とする。 

 

（2） 最優秀提案の選定 

1） 入札価格の確認 

市は，入札書【第 9 号様式】に記載された入札価格が，入札予定価格

（3,069,894 千円（消費税及び地方消費税を除く。））を超えていないこと

を確認する。入札価格が入札予定価格を超える場合は，失格とする。 

2） 提案内容の基礎審査 

市は，入札書類に記載された内容が，この落札者決定基準に示す基礎審査

項目を満たしていることを確認する。基礎審査項目について１項目でも満た

さないことが確認された場合は，失格とする。 

3） 提案内容の定量化審査 

稚内市ＰＦＩ事業審査委員会（以下「審査委員会」という。）は，入札書

類に記載された内容について，この落札者決定基準に示す得点化基準に従っ

て評価する。審査委員会で，各評価項目に対し，評価の理由を明らかにした

上で得点化し，得点の合計が最も高い提案を最優秀提案として選定する。た

だし，得点の合計が最も高い提案が２以上あるときは，当該者にくじを引か

せて最優秀提案を選定する。 

 

（3） 落札者の決定 

市は，審査委員会の最優秀提案選定を踏まえ，落札者を決定する。 
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2.2 審査の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

失 格
資格不備の場合

予定価格を超える場合

要求要件を満たさない場合
失 格

失 格

入札参加者による参加表明書及び参加資格審査申請書等の提出 

参加資格審査：入札説明書に示す参加資格要件の確認 

入   札 

開札：入札価格が予定価格を超えていないことを確認（入札価格≦入札予定価格） 

提案内容の定量化審査 

設計・建設計画提案書，運営・維持管理計画提案書及び事業計画提案書における提案をこ

の落札者決定基準に基づいて評価

落札者の決定（市） 

入札説明書等（入札説明書，要求水準書，落札者決定基準，様式集， 

基本協定書（案），事業契約書(案)）の提示 

提案内容の基礎審査 

設計・建設，運営・維持管理，事業計画において，満たすべき要求要件の確認 

最優秀提案の選定（審査委員会） 
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3. 参加資格審査の方法 

 

参加表明書と同時に提出される参加資格確認申請書【第 6 号様式】及び添付書類から，次

の事項を確認する。結果について，代表企業に通知する。 

 

① 入札参加者の構成 

・構成員の明記（代表企業，設計企業，建設企業，運営企業等） 

・構成員が他入札参加者の構成員となっていないこと 

 

② 入札参加者の参加資格要件 

 1) すべての構成員 

・本事業を円滑に遂行でき，安定的かつ健全な財務能力を有していること 

・本事業を効率的かつ効果的に実施できる経験及びノウハウを有していること 

 

 2) 設計企業 

・建築士法（昭和25年法律第202号）第23条第1項の規定により，一級建築士事務所

の登録を受けた者であること，又は，建設コンサルタント登録規定（昭和52年建

設省告示第717号）第2条第1項の規定により，建設コンサルタントの登録を受けた

者であること 

・市の平成16年度入札参加資格を有していること 

 

 3) 建設企業 

・建設業法（昭和24年法律第100号）第3条第1項の規定により，土木一式工事につ

き特定建設業の許可を受けていること 

・建設業法第27条の23第1項に規定する土木一式工事に関わる経営事項審査で，土

木工事の総合評点数値が900点以上であること。ただし，複数の企業で応募する場

合は，当該総合評点数値が900点以上のものを少なくとも1者含むこと 

・市の平成16年度入札参加資格を有している者で，土木工事に登録していること 

・平成6年度以降に元請として，廃棄物埋立容量50,000ｍ３以上の一般廃棄物最終処

分場又は公共関与の産業廃棄物最終処分場（管理型）の施工実績（最終処分地及

び水処理施設の両者。ただし，同一処分場でなくてもよい。）を有すること。た

だし，複数の企業で応募する場合は，当該実績のあるものを少なくとも1者含むこ

と（なお，共同企業体構成員としての実績は，出資比率が20％以上の場合のもの

であること。） 

 

 4) 運営企業 

・平成6年度以降に，一般廃棄物最終処分場又は公共関与の産業廃棄物最終処分場

（管理型）について、１年間以上の管理実績（埋立管理及び水処理施設管理）を

有していること 

 

③ 構成員の制限 

・地方自治法施行令第167条の4（昭和22年政令第16号）第2項の規定に該当しない者で

あって、その事実があった日から2年を経過しない者でないこと 

・設計企業，建設企業においては，市の指名停止措置を受けている者でないこと 

・会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第1項又は第2項の規定による更生手

続開始の申立て（同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされてい

る更生事件に係る同法による改正前の会社更生法（昭和27年法律第172号）第30条
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第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。）がなされている者

又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第1項に基づき再生手続開始の申

立てがなされている者でないこと 

・本事業に係るＰＦＩアドバイザリー業務に関与した者でないこと 

・稚内市税又は消費税若しくは地方消費税を滞納している者でないこと 

・稚内市の財産貸付に係る土地貸付料、埋立地貸付料又は建物貸付料を滞納している者

でないこと 

 

 

 

4. 基礎審査の方法 

 
4.1 審査の項目 

提案書に記載された内容が，次の基礎審査項目を満たしていることを確認する。 

 

 

① 共通事項 

・提案書全体について，同一事項に対する２通り以上の提案又は提案事項間の齟齬，

矛盾等がないこと 

・提案書全体について，様式集に従った構成（項目の構成，枚数制限等）となってい

ること 

 

② 設計・建設計画提案書，運営・維持管理計画提案書 

・当該提案に関連する各様式（別添「様式集」参照）に示す項目に対する提案の内容

が要求水準書を満たしていること 

 

③ 事業計画提案書 

・初期投資における借入金の返済期間に追加的な出資又は融資を想定していないこと 

・総合評価に用いる価格は，割引率４％で現在価値（平成16年度期初を基準とす

る。）に換算されていること 

・リスク分担に関し，入札説明書別表で示したリスク分担表との齟齬がないこと 

 

 
 

4.2 審査の流れ 

提案書から，基礎審査項目の内容を満たしていることを確認する。基礎審査項目につ

いて１項目でも満たさないことが確認された場合は失格となる。全ての基礎審査項目

を満たしていることが確認された場合，当該提案書について定量化審査を行う。 

 



 

 5

5. 定量化審査の方法 

 

入札書類に記載された提案内容について，入札説明書及び要求水準書に示す最低限の要件

を超える部分について，「6．得点化基準」に示す得点化基準に基づき，評価に応じて得点

（以下「加点」という。）を付与する。 

なお，入札価格に関する事項以外の事項については，以下に示す５段階により評価を行う。 

 

評価 評価の意味合い 得点化方法 

Ａ 当該評価項目において特に優れている   配点×1.00 

Ｂ ＡとＣの中間程度   配点×0.75 

Ｃ 当該評価項目において優れている   配点×0.50 

Ｄ ＣとＥの中間程度   配点×0.25 

Ｅ 当該評価項目において優れているとは認められない   配点×0.00 

 

 

6. 得点化基準 

 
6.1 定量化審査の配点表 

次の表に示す配点に従い，提案書に記載された内容を得点化する。 

 

審査項目（小項目別） 配  点 

（１）設計・建設業務に関する事項                         （３０点） 

1）早期安定化対策  ７点 

2）浸出水処理対策  ６点 

3）しゃ水対策  ７点 

4）環境対策  ５点 

 

5）施工計画  ５点 

（２）運営・維持管理及び施設の廃止に係る管理業務に関する事項           （１７点） 

1）埋立計画  ７点 

2）環境対策  ５点  

3）施設管理  ５点 

（３）事業計画に関する事項                            （１３点） 

1）資金調達の確実性  ２点 

2）長期収支計画の安定性  ２点 

3）リスク管理方針  ６点 
 

4）地域社会への貢献  ３点 

（４）入札価格に関する事項                            （４０点） 

 1）入札価格 ４０点 

合    計 １００点 
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6.2 審査項目別の評価の視点 

 

（1） 設計・建設業務に関する事項（設計・建設計画提案書の審査） 

1） 早期安定化対策（配点：７点） 

計画施設の早期安定化対策において，ⅰ．空気供給能力，ⅱ．浸出水集排

水能力，ⅲ.その他技術等に関して優れた提案と認められる場合，その内容

に応じて，配点を７点とする５段階評価により得点を付与する。 

 

2） 浸出水処理対策（配点：６点） 

計画施設の浸出水処理対策において，ⅰ．処理システム，ⅱ．原水質の変

動への対応，ⅲ．寒冷地対策に関して優れた提案と認められる場合，その

内容に応じて，配点を６点とする５段階評価により得点を付与する。 

 

3） しゃ水対策（配点：７点） 

計画施設のしゃ水対策において，ⅰ．しゃ水構造，ⅱ．破損修復方法，ⅲ．

破損または漏水の確認方法に関して優れた提案と認められる場合，その内

容に応じて，配点を７点とする５段階評価により得点を付与する。 

 

4） 環境対策（配点：５点） 

計画施設の環境対策において，ⅰ．環境保全基準（計画施設の公害防止基

準），ⅱ．地下水質異常時の対応，ⅲ．周辺自然環境との調和，ⅳ．景観

への配慮に関して優れた提案と認められる場合，その内容に応じて，配点

を５点とする５段階評価により得点を付与する。 

 

5） 施工計画（配点：５点） 

着工から供用開始までの施工計画について，ⅰ．品質管理・性能確認，ⅱ．

環境管理について，優れた提案と認められる場合，その内容に応じて，配

点を５点とする５段階評価により得点を付与する。 

 

（2） 運営・維持管理及び施設の廃止に係る管理業務に関する事項（運営・維持管理計画

提案書の審査） 

1） 埋立計画（配点：７点） 

運営期間における埋立計画について，ⅰ．搬入不適物の除去，ⅱ.埋立廃

棄物の減容化，ⅲ．早期安定化に対する対策，ⅳ．浸出水の発生抑制，ⅴ．

埋立作業の管理，ⅵ．現地気象状況に対応した埋立方法について，優れた

提案と認められる場合，その内容に応じて，配点を７点とする５段階評価

により得点を付与する。 

 

2） 環境対策（配点：５点） 

運営期間・管理期間における環境対策の提案について，ⅰ．運営期間・管

理期間における計画施設の環境管理基準（測定項目，箇所及び頻度），ⅱ．
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運営期間における最終処分場廃止時期の把握に係る対策，ⅲ．環境情報の

提供について，優れた提案と認められる場合，その内容に応じて，配点を

５点とする５段階評価により得点を付与する。 

 

3） 施設管理（配点：５点） 

運営期間・管理期間における施設管理の提案について，ⅰ．施設清掃，ⅱ．

しゃ水工の維持管理，ⅲ．浸出水処理施設の維持管理，ⅳ．その他設備の

維持管理について，優れた提案と認められる場合，その内容に応じて，配

点を５点とする５段階評価により得点を付与する。 

 

（3） 事業計画に関する事項（事業計画提案書の審査） 

1） 資金調達の確実性（配点：２点） 

資金調達に関し，予定される金融機関の具体的記述や金融機関との交渉状

況等が示されている場合には，その内容に応じて，配点を２点とする５段階

評価により得点を付与する。なお，金融機関の融資確約書の添付等が認めら

れる場合には，Ａの評価とする。 

 

2） 長期収支計画の安定性（配点：２点） 

長期収支計画に関し，事業期間全体を通して余裕のある収支計画となって

いる場合は，確実性，実効性などを勘案し，その内容に応じて，配点２点

とする５段階評価により得点を付与する。 

 

3） リスク管理方針（配点：６点） 

事業者が負担する施設の性能リスクや環境保全リスク，事故の発生リスク，

その他のリスクについて，追加的な保険の付保等，適切かつ具体的で実現

可能と判断される優れた提案であると認められる場合，その内容に応じて，

配点を６点とする５段階評価により得点を付与する。 

 

4） 地域社会への貢献（配点：３点） 

事業の実施に伴い，地域（市）経済や地域社会の活性化に貢献する提案が

なされた場合，確実性，実効性などの内容に応じて，配点を３点とする５

段階評価により得点を付与する。 

 
（4） 入札価格に関する事項（入札価格の審査） 

1） 入札価格（配点：４０点） 

入札参加者中，入札価格から市の税金等収入を減じた額の現在価値（割引率

４％）が最小となった提案に対し，４０点を付与する。 

他の入札参加者の同現在価値については，最小入札価格の現在価値との差額

に対し（１点／４，０００万円）の割合で算出し，４０点から減じた得点を

付与する。得点は小数点第二位以下を四捨五入した値とする。 
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本基準に示す審査項目の対象とする提案様式は以下のとおりである。原則として，各項目

に対応する様式のみを審査対象とする。 

 
審 査 項 目 対応する様式番号 

提案書全体について，同一事項に対する２通り
以上の提案又は提案事項間の齟齬，矛盾等がな
いこと 

第 9 号様式～第 34 号様式 

共通事項 

提案書全体について，様式集に従った構成（項
目の構成，枚数制限等）となっていること 

第 9 号様式～第 34 号様式 

設計・建設計画提案
書 

当該提案に関連する各様式に示す項目に対する
提案の内容が要求水準書を満たしていること 

第 18 号様式 

運営・維持管理計画
提案書 

当該提案に関連する各様式に示す項目に対する
提案の内容が要求水準書を満たしていること 

第 25 号様式 

初期投資における借入金の返済期間に追加的な
出資又は融資を想定していないこと 

第 34 号様式 

総合評価に用いる価格は，割引率４％で現在価
値（平成16年度期初を基準とする。）に換算
されていること 

第 30 号様式，第 34 号様式 

提
案
内
容
の
基
礎
審
査 

事業計画提案書 

リスク分担に関し，入札説明書別紙で示したリ
スクの分担方針との齟齬がないこと 

第 31 号様式 

1）早期安定化対策 第 13 号様式 

2）浸出水処理対策 第 14 号様式 

3）しゃ水対策 第 15 号様式 

4）環境対策 第 16 号様式 

（１）設計･建設業務

に関する事項 

5）施工計画 第 17 号様式 

1）埋立計画 第 22 号様式 

2）環境対策 第 23 号様式 

（２）運営・維持管
理及び施設の廃
止に係る管理業
務に関する事項 

3）施設管理 第 24 号様式 

1）資金調達の確実性 第 33 号様式 

2）長期収支計画の安定性 
第 19 号様式, 
第 26 号様式～第 28 号様式,
第 33 号様式～第 34 号様式 

3）リスク管理方針 第 31 号様式 

（３）事業計画に関

する事項 

4）地域社会への貢献 第 32 号様式 

提
案
内
容
の
定
量
化
審
査 

（４）入札価格に関
する事項 

1）入札価格 第 30 号様式 

 

審査項目と提案様式の対応


